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犯罪被害者 とセル フヘル プ ・グルー プ

井ノ崎 敦 子 前 田 真比子

【要 旨】

本研究では、主にセルフヘルプ ・グループに焦点を当てて、犯罪被害者の心の回復における非専門的援助の意義

について分析することを目的としている。

方法としては、実際に少年によって長男を殺され 「少年犯罪被害当事者の会」 というセルフヘルプ ・グループを

運営されている武和光、るり子夫妻に半構造化面接を行い、彼 らがどのような非専門的援助によって回復 してきた

か、そ して心理の専門家とはどのような関わりを持ってきたか等について分析を行った。その結果、セルフヘル

プ ・グループの有効性と共に、被害に遭う以前から深い付 き合いのあった地域の人々によるサポー トの有効性を見

て取ることができる。一方、心理の専門家 との関わりについては、武夫妻の場合、直接的な援助を必要としなかっ

たことがわかった。以上のことから、武夫妻にとって、非専門的援助であるセルフヘルプ ・グループや地域の人々

による支えが、心の回復の大きな要因となったといえる。

また、武夫妻は心理および教育の専門家に求めることとして、遺された兄弟へのケアシステムの確立 と、「命の

尊さ」教育の見なお しを強調 した。このような当事者からの要望に今後専門家が適切に対応 してい くことが望まれ

る。

藍セルフヘルプ ・グループ

(1)セ ル フヘル プ ・グル ープ とは

セルフヘルプ ・グループとは、「共通の問題 を持つ人たちによる、相互援助のためのグループ」(高 松、

1989)で あ り、最近、福祉や心理の領域において注目されている社会資源である。久保(1998)に よる と、

セルフヘルプには2つ の意味があるといわれている。1つ は、個人による自助及び独立 とい う意味であ り、

それは自立 を意味 している。 もう1つ は相互援助 という意味 を持つ。つま り、 セルフヘルプには、独 り立

ちと同時にお互いに支 え合 うとい う、 自立 と依存の両面が含 まれている。従って、セルフヘルプ ・グルー

プとは、メンバ ーがそれぞれの 自立を支え合 うグループと見なすことがで きる。

欧米で は1950年 代 後半か ら1960年 代 にかけて次々とセルフヘルプ ・グループが作 られる ようになっ

た。当時、市民権運動、草の根運動、さらには反戦運動な どの動 きが盛んであ り、セルフヘルプ ・グルー

プの増加は、こうした 「下か ら上への志向性」(久 保、1998)の 流 れの一環であ った。その後、1970年 代

以降は、医療や福祉の領域 において、様々な疾病及 び障害ごとにセルフヘルプ ・グループが立ち上げられ、

現在に至っている。

一方、 日本でセルフヘルプ ・グループが作 られ始めたのは、第2次 世界大戦以降である。 しか し、最初

は、相互扶助 というより、社会運動を中心的な課題 とした ものであった。欧米 のような相互扶助 を主目的

とするセルフヘルプ ・グループが作 られ出 したのは、1960年 代 後半か らであ り、現在 まで増加 し続 けてい

る。

また、欧米や 日本でセルフヘルプ ・グループが増大 してきた理由として、久保 は以下の4つ の理 由を挙

げている。①家族及び近隣などの日常的サポー トシステムが機能 しにくくなって きたこと。つ まり、家族

成員間での関係 や地域 内での人間関係 が希薄になり、お互いに支え合 うことがで きなくなってきているこ

とである。②当事者の必要性 に見合 った専門機関や制度が不足 していること③ 制度 によるサービスでは満

たす ことのできない要求 をみたそうとした こと。④当事者が以前 よりも自分の要求 を自覚 し、主体性や権

利意識が増大 し、専門機関や制度が用意するサービスの質に対 しての判断力が向上 した ことである。
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(2)セ ル フヘル プ ・グル ー プの特徴 と分類

国セル フヘルプ ・グループの特徴

久保(1998)に よれば、セル フヘルプ ・グループには共通する特徴 として、①メンバーが共通の問題を

もつ②共通の目標をもつという点である③対面的な相互関係にある④ メンバー同士が対等 な関係にある⑤

参加は 自発的なものである⑥専門家 との関係 はさまざまだが、基本的 にはメンバーの主体性を重ん じる点

である、という6つ をあげている。

また、Katz(1993)は 、 セルフヘルプ ・グループに共通 してみ られる特徴 として、①認知の再構築、②

適応技術の学習、③情緒的サポー ト、④ 自己開示、⑤社会化、⑥協 同活動、⑦ 自尊心の増大 とい う7つ を

挙 げている。そ してこの中で も最 も求められ、 どのグループで も提供 されているものとして情緒的サ ポー

トを挙げているが、それは、自分 と同 じ問題を もつ他者か ら支えられることが精神的安定 にとって大 きな

意味 をもつからであると述べている。

圖 セルフヘルプ ・グループの機能

岡(1999)は 、 セル フヘルプ ・グループの機能 として、メンバーが知識 や体験、及 び感情を共有するこ

とを意味する 「わか ちあい」、メンバー各自が 自立や 自己決定力を高めるように援助す ることを意味する

「ひとりだち」、そ して押 しこめて きた感情 を解放することを意味する 「ときはなち」 という3つ の側面 を

挙げている。そ して一般的には、以下の2つ の機能が、セル フヘルプ ・グループの機能 と考えられている。

Aヘ ルパー ・セラピー原則

Riessman(1965)は 、 「ヘルパー ・セ ラピー原則」 をセルフヘル プ ・グループの もつ重要な機能 として

提唱 した。 これは、「援助をする人が最 もよく援助 を受ける」 とい う意味であり(久 保、1998)、 状 況 に

応 じてメンバ ーが援助を受ける側に立つだけでな く、与 える側 にもまわ り、互いに助け合 うことが結局

メンバーすべての問題解決につながるということを指 している。この点で、セルフヘルプ ・グループは、

心理療法やカウンセリングな ど、援助を与える役割 とそれを受ける役割が固定 している専門的治療 とは

大 きく異 なる。

B当 事者の主体性

専門的援助関係 において、理想 としては援助者(専 門職)と 被援助者(当 事者)と が対等な立場である

べ きなのだが、得て して援助者が援助の主導権 を握 り、被援助者を支配するような関係 になる危険性が

高い。 しかし、セルフヘルプ ・グループでは、すべ て当事者であ り、同 じ問題で困っている仲間意識が

あるため、専 門的援助関係 よりも対等性が維持 されやすい。

囹セルフヘ ルプ ・グループの分類

セルフヘルプ ・グループには大 きく分けて12ス テ ップ ・グループと非12ス テ ップ ・グループの2つ があ

る(Katz,1992)。12ス テ ップ ・グループとは、 アルコール依存症者のセルフヘル プ ・グループであるAA

(AlcoholicsAnonymous)の ように、一定のイデオロギーの もとに構成 された回復 プログラム(12ス テ ッ

プの ような もの)を もつセルフヘルプ ・グループの ことを指す。12ス テップ ・グループではあ くまで もメ

ンバーの心 と体の回復 をめざすため、社会運動を しないのが原則である。それ に対 し、非12ス テ ップ ・グ

ループは、イデオロギーを持たず、個 々人の内的作業 だけでな く、行動変容や社会への働 きかけ等 も重視

し、問題対処能力の向上 を目指すグループである。

また、野 田(1998)は 、 セルフヘルプ ・グループを以下の6つ の型 に分類 している。

A匿 名 自助志向群(AAタ イ プ)個 々のメンバ ーが身体的及び精神 的回復 と社会復帰 を目指す限定的

なグループであ り、AA(AlcoholicsAnonymous)が 代 表的である。

B家 族 自助志向群(家 族会 タイプ)当 事者が抱える問題 を家族 などが代弁 して解決 に向けて活動する

グループであ り、障害な どの家族会が代表例である。

C連 合組織志向群(連 合会 タイプ)同 じテーマ をもつ数グループが一緒になって問題解決 に向けての

活動 をしてい くことを指 し、実際 として、制度や施策の要求をすることが 目標 になる。

D自 律相助志向群 同一の問題を抱える者同士が、情報交換 した り、親睦 を深めた りして、それぞれ

の 「問題 からの自律(セ ルフコン トロール)」 を目標 とするグループであ り、障害者の 「友の会」

などが挙 げられる。
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E自 立 生活志向群 生活の自立を目標 とするグループで、積極的に仲 間の労働の場を確保す るために

起業する等の例 もみ られる。

F市 民運動志向群 研究を自ら行 った り、行政の立案 に参画 した り、市民一般にむけて啓発活動 を行

う等、社会運動の性格をもつグループ。

以上の ようにセルフヘルプ ・グループは視点の違 いによって異なった分類の仕方が可能になる。

(3)セ ル フヘル プ ・グル ープ と専 門職 との関係

Adams(1996)は 、専 門職の関わ り方により、 セルフヘルプ ・グループを①取 り込み型、②側面的援助

型、③ 自律型の3つ の型に分類 している。「取 り込み型」 とは、 セルフヘルプ ・グル ープの特徴 とは全 く

逆で、専門職が主導権 を握 って運営 し、当事者 を指導 してい くタイプである。「側面的援助型」 は、あ く

まで も主人公は当事者であ り、専門家 は当事者か らの要請があれば、裏方 として援助す るタイプであ り、

日本で最 も多いタイプである。「自律型」 は、全 く専 門家から独立 して運営 されてい るタイプである。

この ように、セルフヘル プ ・グループと専門職 との関係 はさまざまであるが、一般的に専門職が リーダ

ーシ ップをとるグループはサポー トグループと呼ばれているため、厳密に言えば 「取 りこみ型」はセルフ

ヘルプ ・グループには含まれない。あ くまで も当事者が リーダーシップを取るという特徴 をもつのがセル

フヘル プ ・グループと言 える。

(4)セ ル フヘル プ ・グル ープの プロセス

カレン ・ヒル(1988)は 、 セル フヘルプ ・グループに共通 して見 られるプロセスを4つ の段階 に分 けて

説明 している(福 岡セクシュアル ・アビューズ研究会 資料No.2)。 第1段 階は、「結成期」 と呼ばれる時

期で、 この時期 においてはメンバ ー間での信頼感がで きるようになる。次の第2段 階は、「発展期」 と呼

ばれ、 グループのルールがで きるとともに、他の グループや専 門職 との関係が築かれてい くようになる。

その後 の第3段 階は、「転換期」 と呼 ばれる時期である。この時期 には、メ ンバー間の価値観や 目標の不

一致が表面化 し
、各メンバーの中にグループに対する失望感が生 じるようにな り、グループ存続の危機を

迎 える。この時期 を克服 し、存続 しつづけると、次の第4段 階に進む。第4段 階は、「成熟期」 と呼ばれ、

メンバ ー間の意見の不一致 に何 らかの折 り合いがつけ られ、本格的にグループ としての活動が開始 される

ようになる。

こうしたプロセスにおいて最 も大切 な時期は 「転換期」 であ り、この時期を乗 り越 えられるか否かでグ

ループの存続が決 まって くる。

2、 犯罪被害者のセルフヘルプ ・グループ

凶悪 な犯罪が後 をたたない昨今であるが、犯罪が被害者本人やその周囲の人々に与 える影響は きわめて

深刻であり、社会的、経済的 ダメージはもちろん、心理的にも非常に大 きな影響 を与 える ことは言 うまで

もない。 さらに、多 くの被害者は、周 囲の心無い対応や社会システムの不備、矛盾な どか ら、被害後 も二

重、三重の被害を受けることになる。この ように、被害者が、周 囲の人々や制度 によって、被害その もの

にとどまらず、更 なる二次的な被害 を受けることを被害者学(Victimology)で は 「被害者化(Victimization)」

とい う(宮 澤、1991)が 、 この被害者化の過程で、 日常生活を送るのに心理的に支障をきた し、社会的孤

立 に追 い込 まれる被害者は少な くない。

日本 において、 このような犯罪被害者に対する支援 、特に心理的な支援 を行 うための研究や実践は、欧

米 に比べて立ち遅れていたが、1992年 、東京医科歯科大学 に犯罪被害者の心理的援助 を行 う 「犯罪被害者

相談室」が活動を開始 し、その後全国各地に同様 の相談室が相次 いで設立 した。1998年 には 「全 国犯罪被

害者支援ネ ットワーク」が結成 され、我が国で も被害者支援活動の更 なる展 開を図っている。

犯罪被害者の心理的な支援については、現在主に電話相談、個人 カウンセリングな どが専 門家やボラン

ティアによって様 々な方面で行 われているが、犯罪被害者やその遺族達が 自分達 の手で立ち上げたセルフ

ヘルプ ・グループの活動 も、被害者の心理的回復 の大 きな役割 を担 っている。前述 したようにセルフヘル

プグループは、「共通の問題を持つ人たちによる、相互援助のためのグループ」(高 松、1989)で あ り、古
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くは医療 ・福祉の領域で形成され発展 してきたが、 日本 の犯罪被害者 も各種のセルフヘルプ ・グループを

展開 している。長井(1999)は 、 「自助グループは心理療法 を受けるだけの用意のない人に対 して、心強

い支 えを提供す る。被害後、無力感 と孤立感に圧倒 されるほど苦 しめられるが、支 えのネッ トとしての自

助グループに所属 していること事体で無力感や孤立感が和 らげられることが少 なくない。」 と述べている。

同様 の体験 を した人間同士の関わ りの中で、 より正確 に感情 を受け止めて もらえるという安心感 と、 「自

分は一人ではない」とい う感覚を持つことで、被害者の孤立無援感 は和 らぐ。セルフヘルプ ・グループは、

犯罪被害者支援 において、 とりわけ心理的な支援 においても極 めて重要な役割 を担 うものと思 われる。前

田(1999)の 交 通遺族 に行 ったインタビュー調査で も以下のような回答が得 られている。

「家族や友人など、周囲に手 をさしのべて くれる人がいる場合には必 要ないのか もしれないが、同 じ体験

をした人 と話 しているとほっ とする。発する言葉に説得力があるし、同 じ体験 をしたものでない とその人

が どれほど悲 しいかはわか らないと思う。」

「そこに行けば皆 と会える、と思 う事か ら、靴 を履いて外へ歩いていけるようになった。今、 自分 と同 じ

ような悲 しい目に遭 った人に出会ったら、何 も言わず にまず抱 きしめてあげたい、背中をさすってあげた

い と思う。」

「経験のない人と話 していて も話が上滑 りになって しまうが、同 じような立場の人 とは話が通 じる。同 じ

仲間という意識がある。 自分だけ じゃないんだ と思える。」

また、大久保(1995)は 、交通事故で我が子 を失 った 自身の体験 から、喪失体験被害者 にとって助け と

なることの一つとして 「同じ境遇におかれている人や、その苦痛 を切 り抜 けて きた人達 と一緒 に、心お き

なく感情 を分かち合い、話 し合えること」 をあげている。(大 久保恵美子氏は被害者の 自助 グループ 「小

さな家」の運営 を行 っている。)

Hawey(1996、 訳 書1999)は 、 トラウマか らの回復は多次元 的である こと、臨床的援助のない回復 もあ

ることを認め、個人の持 つ復元力、環境 の役割、 自然な援助、適切なコミュニティー介入 などにも目を向

ける必要があるとして、 トラウマ反応 と回復の個人差 を理解する生態学的モデルを提示 している。その中

で 「臨床 的援助 な く回復 した トラウマ ・サバイバー」つ まり 「危機、苦境にあって内的 ・外的資源 をうま

く活用で きた人々」 に目をむけ、 トラウマ後の状態 と回復 のプロセスを明 らかにする調査の必要性につい

て述べている。

セルフヘル プ ・グループは、専門家が介入する治療 グループとは基本的に異な り、所属す るメンバー自

身が 自分達の手で運営 を行 うものである。 したが って、Harveyの い う 「臨床的援助」ではない、「外的資

源」 の一つ としてセルフヘルプ ・グループを捉 えることがで きるのではないだろうか。

臨床的援助 なしに回復 した事例 か ら我 々が学ぶべ きところは大 きいと思 われる。「回復」 につい て、

He㎜an(1992、 訳 書1996)は 、 「心的外傷体験 の核心 は孤立(ア イソレーション)と 無援(ヘ ルプレスネ

ス)で あ る。回復体験の核心は有力化(エ ンパワメン ト)と 再結合(リ コネクション)で ある。」 と述べ

ている。犯罪被害者やその遺族達で運営 され るセル フヘルプ ・グループは、引 きこもりがちにな りやすい

被害者 を支 え、自らの手で他者 との新たな関係を築いてい くことので きる場 として、被害者の心理的回復

の一助 とな りうる。

筆者らは、犯罪被害者のセルフヘルプ ・グループである 「少年犯罪被害当事者の会」の代表を務める武

る り子 さん と夫の和光 さんにインタビューを行 う機会 を得た。「少年犯罪被害当事者の会」は、少年犯罪

で子供 を殺 された4家 族の親達が結成 した会で、1997年12月 に設立 された。武夫妻は1996年ll月 に当時高

校生であ ったご長男 の孝和 さんを未成年 の加害者 によって殺 された経験 を持つ。2000年9月 に行 った今回

のインタビューでは、事件後か ら自助 グループ設立 に至 るまでの経緯や現在 までの活動、活動上の様 々な

問題点、地域の人々や支援者(特 に犯罪被害者のための心理的援助 を行 う専 門家やボランティア)と の関

係 について、お話 を伺 った。
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3、 インタビューの結果と考察

イ ンタビューで得 られた結果 を、ポイン トごとにまとめ、考察を加 えた。

(1)会 が で きる まで

国体験者 との関わ りを求めて

事件直後の被害者や遺族 にとって、同様の経験を した人か らの支援 ほど心強いものはない。武る り子 さ

ん も 「自分 と同じように少年犯罪の被害 にあった母親 と話が したい」 という思い を事件後か らずっと持 っ

ていた。その当時の思いを次のように語ってい る。「今で も家族 はみんなそれぞれ大変だが、事件か らし

ば らくは家庭が崩壊するのではないか と思っていて、すご く恐かった。そんな思いがあって、同 じような

立場のお母 さんと話が したい と思った。その当時、下の子供 たちが中学生 と小学生だったが、子供たちと

どういう風に接 したらいいかわか らなかった し、家事 も思 うようにで きなかった。そういう悩みを同 じよ

うな立場 の人に打 ち明けたかった。」そこで、武 さんは、新聞記者や知 り合いの協力 を得 て、当事者と連

絡 をとろ うと試みた。 しか し、「家庭状態が悪い」「夫婦関係が悪 くなっている」 「今 は事件の ことには触

れ られた くない」などの理由でなかなか当事者本人 と会 うことはで きなかったそうである。実際に会 うこ

とがで きて も 「事件のことは もうあまり考えないで、他 の事 を考え七生 きていか ないと…」 と言われるこ

ともあったという。「以前 はみんな頑張っていたようだが、その中で疲れて しまった り、家族の状態が悪

くなった りしているんだと思 う。事件のことに触れない生 き方 もあるとは思 うが、自分達 にはで きないと

思い、その後 は関係が切れて しまった。」

團会の誕生

神戸連続児童殺傷事件後、少年犯罪に社会的関心が向 けられるようにな り、息子 さんの事件 も徐々にマ

スコミで取 り上げられるようになった。その頃から同様の体験 をした人達 と連絡が取 りやす くなったとい

う。そ して 「一度皆で集 ろう」 ということになり 「自然 に」会を作ったとの ことである。「自分達の経験

を話 して、『あんなことがあった、こんなことがあった、 じゃあ うちだけではないね、おか しいね、少年

法 も大 きく関わってるね、 じゃあ私たちが言 えることは言っていこう』 とい う具合 に、特別 に大 きな事 を

考えたわけではな く、自分達が経験 しておか しいと思った事 を社会 に向けて言 ってい こうとい うのが始 ま

りだった。自然 と、思いだけでできたという感 じだった。」

同様の被害体験 を持つ人 と話が したい という思い を抱 くのは、被害者 ・遺族達にとってご く自然なこと

である。 しか し、そのような相手、あるいは会をどうい うルー トで どのように探せば よいのかわか らない

とい う人 も少 なくない。武 さんのように新聞社などの協力があった場合で も、実際 に会 って話がで きるま

でには、様 々な苦労が伺える。コ ミュニテ ィーの中で孤立無援 の状態でいる被害者 にとって、被害体験者

との関わ りのきっかけを持つことは、心理的回復の大 きな力 とな りうる。被害者のニーズ を把握 し、被害

者 と被害者、あるいは被害者 とセルフヘルプ ・グループをいかに適切につな ぐか とい うことも、支援者の

役割 といえるだろう。

(2)会 が で きて か ら現在 まで

国活動初期

高松(1995)は 自助 グループの始め方 として第一 に 「コア ・ス タッフを集める」 ことを挙 げている。最

初の不安定を乗 り切るためにご く親 しい数名で始め る、 ということだが、武 さんの会の場合 も、少年犯罪

で子供を殺 された4家 族の親達が集 まり、会がスター トしている。武 さんが会の代表 となり、 自宅 を窓口

として活動が始 まったのである。武さんは会が作 られた当時の状況 を次 のように語っている。「会が始 ま

って一年 くらいは、 自分一人ではない し、話を してもよく通 じ合い、 とて も嬉 しかった。自宅が窓口なの

で、電話がかかって くる。 自分の家が大変な ときはもうやめ ようか と思 うこともあったが、電話 をとって

自分達 と同 じ思いをしている人に 胴 じだよ』 と言 うと、相手の気持 ちがち ょっとは楽 になる、それが分

かると、やっぱ りこういう活動 は必要なんだと思 う。そんな思いで一年 くらいは必死でや っていた。」前

述のRiessman(1965)は 、 自分が支えられるだけではな く、他 者を援助する ことで治癒 に向かうことを

「ヘルパ ー ・セラピー原則」 と名づけているが、お互いに支 えあう感覚を持ち、新たな人間関係が構築 さ

れることに、セルフヘルプ ・グループの意義 を見出せる。



272 井ノ崎 敦 子 前 田 真比子

囮それぞれの違い

このように無我夢中で活動 を行ってきた武 さんだったが、一年 を過ぎた頃か らグループ内で様 々な問題

が生 じ、非常に悩んだとい う。「急に親 しくなって初めは良いが、 だんだんそれぞれの違いが出て きて難

しさが出てくる。みんなそれぞれ違いがあって当た り前で、『少年事件 の被害にあ った』 という一点だけ

が一緒であるにも関わらず、すべてが一緒で互い にわか りあ えるかのように付 き合いが始まる。当然次第

にわがままも出て くる し、自分の言った ことを 『違 う』 と言われることに抵抗を示す人 も出て くる。会が

できた時か ら、『みんな考 えは違 う』 とい うのが前提だった。子供 を失 った悲 しみ は同 じで も、今までの

生 き方はそれぞれ違うか ら、少年法などに関 してもみんな意見が違って当然 だと考 えていたのだが、例 え

ば、事件現場に何度 も足を運 んだ とい う人が、そうい う行動が全 くできない人 を 『それは間違っている』

と責めた りす ることなどがでて くる。そんな時 階 それぞれ違 うんだからいい じゃないか』 と言いた くな

るが、言いに くい。ち ょっとした事が違 うとい うことだけで、 とて も難 しくなる。決 して良いことだけで

はな く、悩 む事 も多い。」 そんな中、会か ら離 れる人 も出て きて非常 に悩 んだという。ある時話 し合いの

場 を設けて会 について話 し合いを行い、問題解決に努めたとのことである。

囹会の転換期

カレン ・ヒル(1988)は 自助 グループの展開を4つ の段階(結 成期、発展期、転換期、成熟期)に 分 け

ているが、武 さんの会の場合、「転換期」で不一致が表面化 し、様 々な問題が生 じた といえるだろう。「こ

の ような問題 については、他の被害者の会にも同 じような事があるということを以前 に聞いていたが、自

分達の会 は思いだけで集 まっているか ら心配 ない と思っていた。 しか し、やっぱ り問題はあった。皆それ

ぞれの思 いが強いだけに大変 なことも多い。以前 は会に規則 など要 らないと考 えていた。 しか し最近は最

低限必要ではないかと話 し合 っている。 しか しそれは 『人の悪口は言わない』 とい うような小学生の規則

みたいな ものである。 こんな事はわざわざ規則 にしな くてもする人はいない と思 っていたが、いろんなこ

とがあって、やは り人間の集 ま りだか ら最低 限のルールは必要だ とい うことにな り、反省 して皆で話 し合

って決めた。本当はな くてもいい ようなものだが、 なかなかそうはいかない。最初から原則 を作 っておい

たほ うが よかったのではないか とも思い、悩んだが、経験 してそ こから取 り入れて作 ってい くのが大事だ、

と励ま して くれる人 もいる。」高松(1995)は 、 「プライバシーを守 る」「人の発言に対 して批判 ・反論を

加 えない」「話 したいことを話す。無理 に話 をする必要はない」 など、 グループにおける基本ルールの設

定の必要性について述べているが、武 さん達の会 も最低限のルールを掲げて、今後の活動のあ り方の再確

認 を行 ったようである。この ようなプロセス を経て、武さんのグループは現在、不一致の問題を克服 しな

がら、本格的に会の本来の仕事 にとりかかってお り、 グループとしての成熟期に向かっているといえるの

ではないだろうか。

同様の体験 を持った者同士の関わ りの難 しさについては、前田(1999)の イ ンタビュー調査 の回答 にも

表れている。

「同 じ被害 に遭 ったとはい っても、失った対象(子 供、配偶者な ど)の 違いで、逆に落ち込むこともある。

あなたには○○がいるか らいい じゃない、と言いた くなって しまう。本当に似たケースでない と難 しいと

思う。」

「似たような体験であっても時間的なずれがあると難 しいと思った。相手 にとっては傷 がや っとか さぶた

になってきている頃に、自分 と話すことによって再び当時の気持 ちに引 き戻 されたようで しんどかったよ

うだ。」

「ただ参加 して話 をするだけではもったいない と思 うので、何 らかの活動 をしたい と思 う。被害者は何 も

発言せず、 じっ と黙っているが、補償金すらちゃん ともらってない人 もいる。そうい うことについて もっ

と世間に向かって声 を上げていかなければな らないと思 うし、そのための団体であると思 う。」

「一対一の関わりは自分 に合っているが、 グループは傷のなめあいの ような気が してあま り参加 していな

い し、今後 もしないと思 う。 自分 よりも不幸な人たちを大勢見て、 自分はまだましだ と思 って慰められる

のはすご く卑怯 な感 じがするし、人の不幸 を踏み台に して自分が立ち直るのには抵抗 を感 じるので団体 は

好 きではない。」

長井(1999)は 、 自助グループを始める際の留意点 として、参加者 の個人差 を一定以上 に広げない こと
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や、 参加者の回復段階や希望、適性 などの考慮について挙げている。被害者個人の心理状態に応 じ、今そ

の人 には何が必要なのか、グループなのか、個人カウンセ リングなのか、両者 を併行 して行 うことなのか

など、援助者側が考慮 し、被害者のニーズに応 じて柔軟 に対応 していけるような体制を整えてい くことが

重要であろう。

(3)現 在 の会 の活動

國集 まりについて

会の集 まりは定期的ではな く、犯罪被害者関係の会合があった時などにメンバ ーに声 をかけ、その機会

に集 まっている(1回 に7、8家 族)。 安い会議室を探 して集った り、食事を しながら話 をす るな どして

話 し合いの場を設けている。 「理想 としては、皆で集れるスペースがあ り、 自由に使 えて、そこに行けば

誰かがいるというような場所があればいいのにと思 う。」現在、その ような場所 を確保 したいが金銭的に

難 しい ようである。会の設立当初から関わ りのあるライターのK氏 も参加 し、司会を務めることもある。

「会を作 った時か ら言 っていたが、被害者だけで は絶対 にだめだ と思 っている。冷静な目で見て くれる人

がいないと異様な会 になって しまうと思 う。当初か らKさ んにはお世話 になっていて、いろいろと助 けて

くれ るので、皆で集 った時の司会などもお願い している。Kさ んは絶対に黒子でいるの を徹底する人なの

で、すご くあ りがたい。支援 しましょうと来て くだ さる人たちの中には、その人の思 うように私たちが動

かない と抵抗 を示す タイプの人 もいるが、Kさ んはr当 事者が中心の会である ことが大事 だ』 といつ も言

っている。」 セル フヘルプ ・グループでの話 し合いの場ではK氏 のようなファシリテーター役の存在が重

要 な役割 を果たすが、犯罪被害者当事者の会 においても当初か らこの役割 をK氏 が行 っている とい う。K

氏 は被害の当事者ではないが、その ことをメンバーは肯定的に受 け入れている様子が武 さんの発言からも

伺 える。

今後、年 に1度 は大 きな会合を開いて 「何 で も話せる場所がある」「ここに行 ったら皆 と会 える」 と被

害者に感 じてもらえる形で根づ くように していきたい との ことであった。

囮メ ンバーとの連絡

現在連絡 を取 り合っているのは30家 族程度である。 ファックス通信で年 に数回、ニュースレターを送っ

た り、メンバーとの意見交換 もしている。金銭的な問題 もあるので、最近は通信費 を集めるようになった。

「こちらか らメンバー を集める働 きかけは特 にしない。いろんな人がいて、人それぞれ話 したい時期 も違

うと思 うし、事件直後 なら、誰 とも会いた くないか もしれないので、押 し付 けが ましい ことは した らいけ

ない と思っている。」

会のホームページ も作 っている。「夫はパ ソコンを使 いこなす ような人ではなかったが、事件後、必要

になっ.ては じめて以来、執念で頑張っている。 また私は人前で話をする ような人間ではなかったが、今で

はいろんなところへ 出かけて話 を している。何 塑性』に富 んでい るのは少年だけで はな く、 自分達夫婦

もそ うだ と思 う。」 とる り子 さんは自分達の変化について も語っていた 。

囹基本姿勢

会についての基本的な考 え方 として、次の ように話 している。「皆事件 も別 々で、生活環境 も住 んでい

る地域 も性格 も違 う。皆それぞれ違 うが、『子供が大事だった』 とい う気持ちだけが一緒だった ら、それ

でいい と思っている。会のメンバーであって も統一する必要はない し、バラバラでもいいと思っている。

子供 を殺 された悔 しい気持 ち、悲 しい気持ちがい っしょで、あ とは違 うのが当た り前 だと思 っている。」

「当事者同士で話 を していると、 自分 より大変 な人を見て 『私はそんなにひどくない』 と安心する人 もい

る。それ を嫌がる人 もいるけれ ど、それでその人が元気 になるのなら、それでいい と思っている。」 「当事

者同士では一緒 に泣 くことくらい しかで きない。一緒 に悔 しがって、一緒 に泣 くくらいで、偉そうなこと

はで きない。」弁護士や専門の医者を紹介することもある。自分達以外 の専門家 と連携 を取ることの重要

性 についても以下の ように語 っている。「自分達 は一緒 に悲 しむ ことはで きるが、具体 的なことはよく分

からない し、又 聞きで伝えて もしょうがないので、直接専門の先生 を紹介する。具体的 な方法が聞けるし、

それだけで随分違 うと思 う。」当事者が中心の会であ りなが らも、専 門家 と連携 をとる姿勢 を持 っている

点で、武 さんの会は、前述のAdams(1996)の 専 門職 との関わ り方による分類 でい う 「側面的援助型」 に
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属するといえるだろう。また、グループの分類でいえば、少年犯罪 とい う同一の被害の当事者 同士が情報

交換 した り親睦 を深めた りしなが らそれぞれの自律 を目標 とする点で、前述の野田(1998)の 分類でいう

「自律相助志向群」 に入る と思われる。

(4)地 域 との つな がり

国地域の人々によるサポー トの必要性

武 さんは、「私の まわ りに近所の人がた くさんいた。だか ら愚痴 をこぼす とか、一緒になってわいわい

言 うことが私 にはできた。普通は(被 害者 に)関 わ りた くないと思うだろうが、いつ もと変わらずここで

話 をしていた。そ うい うのがす ごく大事 だと思 う」 と述べている。この ように、武さんは事件 に遭 った直

後か ら近所 の人々から、事件前 と変わらないサ ポー トを受 けることで悲 しみ を乗 り越えて きた。つま り、

事件 に遭ったことによって、近所の人々は、腫れ物 に触 るように避けるのではな く、出来 るだけ事件 に巻

き込まれた武 さんの悲 しみや怒 りに共感 し、今 までと変わ りな く関わろうとしていたと考 えられ る。それ

は、その人 に何か特別 に大変なことが起こったか ら危機介入的に新たに関わり始めるという関わりではな

く、「近所の人が困 っていた ら助ける」 という日常 のや りと りの延長上 にある。そ して、犯罪被害者 に対

するサポー トの方法 としていろい ろなところで言われていることが、誰に教え られたわけで もな く、近所

の人々によって自然に行われていた ようである。つま り、近所の人々が毎 日訪問 して日常生活 リズムを立

て直す手伝いを したのである。

また、近所の人々だけで なく、亡 くなった息子 さんの友人が遊 びに来ては兄弟の遊 び相手を した り、担

任教師が訪問 して武さんの話を聴いた りと、 さまざまな立場の人がそれぞれの役割を もって武さんを支え

ている。地域におけるこのような自然発生的な支 えは、事件が起 こってか ら生まれた ものではな く、事件

前 にすでにそ うした支 えが生 じる素地があった と考えられる。つまり、地域の人々は、武 さんを 「犯罪被

害者」 という特別 な存在 としてではな く、お互いに生活で困難を抱 える仲 間としての支え合いの一環 とし

て武 さんを支えていたのである。

圖原則 に反する言葉の有効性

武 さんは、事件後、何 とな く近所の人々が 自分 を特別扱 い し、避 けているように感 じ、孤立感 を抱いて

いた。そんなある日、地域の人から思いがけない言葉をもらい、一気に目が覚めたという経験 をしたそう

である。「当時、私 を避けるように通る人がいてて、みんな変わって しまってひ どい と思 っていた。す る

と友達が"あ なたね、外 を歩いている とき恐い顔 つきをしてるよ。そんな顔で歩いていた ら声 を掛けた く

ても掛 けられない"と 教 えて くれた。それで、今 まで私は心配 して くれている人まで敵だ と思いこんで勝

手に孤立 していたことに気がついた。そ う言 って くれたことは良かった と思 う」。武 さんは、その友人の

言葉に よって、 自分が他者に対 して怒 りを覚えていたことに気付かれた。それは自分が事件に巻 き込 まれ

たのに も関わらず、 また息子が もうこの世にはいないにも関わらず、 まわ りは何 も変化 してい ないことに

対する怒 りであった。だか ら外出する際にはまわ りのあらゆることに怒 りを抱いていたそ うである。 しか

し、実際には特別扱いする人ばか りではな く、今まで どお り心配 して くれる友人がいることに気 がつ き、

現実への認識が修正 されたのである。

また、武 さんは以前 から子 どもの していた地域活動の保護者会 に積極的 に参加 をしていたが、事件後 、

他 の地域の人に会うのが辛いのでやめていた。参加 しな くて も様子は把握で きていたのであま り支障はな

かったが、そこで も武 さんはある友人の言葉によって大 きな気づ きを得 られている。「"それはだめよ"と

言われた。"子 どもは自分の ときの保護者会 に行 って欲 しい ものなの よ"と 。それでそうなのかと分かっ

た。言われては じめて気づいた」。武 さんはこの友人の言葉により、"事 件 に遭 ったのだから日常生活がで

きな くても良い"と 言い訳 をつ けて甘えていた自分 を反省 し、 日常生活で必要なことはで きるだけす るよ

うに心掛 けられる ようになった。

一般的に、原則 として、被害者は事件に遭い、身 も心 も非常 に傷つき、休養を必要 とす る状態 にあるの

で、被害者 に対 して 「がんばれ」 と言 ってはいけないとされている。従って、以上2つ のエ ピソー ドにお

ける友人の言葉 は、被害者 に対 して掛 ける言葉 としてはあまり望 ましくないように感 じる。 しか し、武 さ

んに とっては自己洞察 をもた らす という良い効果が生 じたのである。この ような効果が生 じた理由 として
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は、以下のようなことが考 えられる。友人それぞれの言葉には、友人の武さんに対する深い愛情が込めら

れている。つ まり友人は、武 さんの ことを心か ら心配 し、何 とか立ち直 って もらいたいという思いか ら上

記の ような言葉を発 したのである。だか らこそ、武 さんは言葉の内容 には衝撃 を覚 えたが、それ以上にそ

の友人の愛情に心 を打たれたので、 自己洞察 まで至ることがで きたと考えられる。

また、 これ らのエ ピソー ドは援助 の意義 についても考 えさせられる。武 さん自身 も述べ ていたのだが、

被害者だからと言って何 もか もできない状態 を続 けるを周 りが許すのはけっ して本人の利益 にならないの

である。無理にする必要はないが、少 しずつそれぞれのペースで自分でで きることを増や してい くことが

回復 には必要である。つま り援助 とは、その人の何 もか もを代 わ りにやってあげるのではな く、その人が

自分でで きることがで きてい くように支援することが援助である。

團非当事者 によるサポー トの意義

前述の ように、武 さんは地域 の人々の さまざまな側面でのサポー トに恵まれたため、特別に専門的援助

を必要とは しなかった。それだけでな く、地域の人々の支えがあったか らこそセル フヘルプ ・グループも

運営 してい くことを含めて公 の場 で被害者 としての活動 を続 けることがで きる と感 じているのである。

「講演するときに も見 に来て くれて、あとでコメン トをして くれる。そ うい うのが とても嬉 しい し励みに

なる。この人達がいて くれるか らこそ、地域の外で活動で きている」。またセルフヘルプ ・グループでは

味わえない支えも地域において体験 している。「家の中で もめ ごとが多 くて家庭がおか しくなっていると

嘆 くと、"息 子が一人亡 くなったのだから、おか しくなって当然"と 言って くれる。こうい う話は当事者

同士だとできない」。つま り当事者同士では、息子を亡 くしたという同 じ状況ゆえに理解 し合いやすいが、

その反面、自分 と他者 との区別があいまいになりがちである。その点、地域の人とだ と当事者同士に比べ

て自分 と他者の区別がで きるので、被害者が冷静 に自分 自身の状況を見つめるきっかけをつかみやす く、

その ことで精神的に安定す ることができると思われる。

団地域 に求めること

武 さんはご自身の体験から地域が受け入れて くれることの重要性 を強調 されてい る。一般の人々が被害

者のことを知 り、受け入れて くれることが何 よりの回復 につなが ることを述べてお られた。「被害者遺族

がふつ うに生活で きる社会になってほ しい。 それが一番 の願い」。被害者 を被 害者 とい うレッテルをはっ

て特別扱いす るのではな く、同 じ市民として理解 しようとする姿勢が、地域に求め られる。

(5)支 援 者(犯 罪被害 者の心 理的援助 を行 う専門家 やボ ランテ ィア)に つ いて

武 さんは、以前に心理 カウンセ リングを受ける機会があったが、その時のことを次のように語 っている。

「主人の状態や家の状態 など、すご く大変 なことをいろいろ話 した。その時は話 を して気持ちが楽にな り

良かったが、帰 り道、す ごくつ らくなった。現実に向かって家に帰るのがつらかった。子供のいない現実

とのギャップがかえって しんどかった。」

心理的回復のプロセスには個人差があ り、また心のケアについての重要度 も異なる。武夫妻はその人の

状況 に応 じたケアの必要性 を強調 してお られたが、武 さんのように身近 にサポー トして くれる隣人がいた

場合、まずその人たちとの関わ りその ものが心理的な支えとなった ようだ。「身近 なサポー トが得 られに

くい場合 は、最初の段階か ら専門的なケアが必要になって くることもあるが、そのようなケアを必要 とす

る段階は人によって異なる し、最終 目標 は、立 ち直ることなのだから、カウンセリングに行かなくても立

ち直ればそれでいい。」武夫妻 も前述のHarveyの 強調する 「臨床的援助な く回復 した トラウマサバイバ ー」

の存在を認めてお り、又彼 ら自身 もこれに当てはまる といえるだろ う。

また、支援者向けに書かれた心のケアのマニュアルについても 「一応 の目安 は必 要だ と思 うが、人それ

ぞれだし、それがすべての ようになって しまうのはおか しい。」 と話 している。「カウンセリングのや り方

にもいろんな方法が ないとだめだと思 う。この人 には直接言おうとか、 この人にはなんとな くわか らせ よ

うとか…カウンセ リングを通 じて、いろんなことに気付 かせてもらうことによって、見方が変わるのでは

ないか、そ うすれば自分の気持 ちも変わるし、周 りの反応 も変わる。」

また、「あなたは悪 くない」 とい う大前提か ら入って話 を進めてい くのが犯罪被 害者のカウンセ リング

の基本であるとも話 している。「あなたが悪かったんで しょう、あなた も悪かったんで しょう、家庭 に問
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題があるか らだ、 といった世間の白い目があるか ら。悪 くないんだという大前提 から入 っていったらいい

と思 う。」

また、支援者に対 して 「支援 とい うのは、普通のお じさん とおばさんが、普通 に困っている人に手を差

しのべる事だ と思 う。」 とおっ しゃ り、専門家が 自分の学説や利益 のために主導権 を握 って被害者に対 し

て指図す るようなあ り方に対 しての抵抗感についてもお話 くださった。役割 としてではなく同じ生活者 と

して関わってほ しい とい う気持 ちの表れではないだろ うか。松永(1997)は 、 自助 グループと精神保健の

専門家 との関係 について、「専 門家から独立 し、 自分達で援助 しあ うことと、専 門家 との協力のあ り方の

バ ランスが問われる」 と述べているが、犯罪被害者の支援活動においても同 じことが言 えるだろう。支援

活動に関わる者、特に心理的な援助 を中心に活動 を行 う立場の者 は、被害者の 自己決定の機会を奪わない

ように支援 を行 う、 とい う基本的な姿勢を持 ち続けることが大事である。

(6)専 門 家(心 理関係 者や教 育関係者)に 求 め るこ と

国兄弟へのケア

武 さんはイ ンタビューの中で兄弟へのケアを強調 されていた。実際、大 きな事件が起 こると、「子 ども

の心のケア」 と謳い、支援者集団が一気 にその地域 に出向き、その地域 の子 どもたち対象 にカウンセリン

グを実施 した りという動 きは見 られている。例えば、1999年12月 に起 きた京都 山科小学生殺人事件では、

京都臨床心理士会が、地域の児童対象の心理的ケアを目的として臨床心理士を小学校等 に派遣するという

動 きが見 られた(山 中、2000)。 こ うした活動は今後 も盛ん に行われるべ きであるが、地域の子 ども達の

中で最 も苦 しんでいる、亡 くなった子 どもの遺 された兄弟はまだ援助の手が差 し伸べ られていない。武さ

んの場合、遺 された兄弟 も親 と同 じように苦 しんでいた。 しかし親は 自分のことで精一杯なので兄弟のこ

とまで注意が行 き届かない。そこで家族以外で兄弟 に対 して、兄弟のためだけに援助を して くれる存在 の

必要性 を感 じたそ うである。 「ある人の子 どもは息がで きな くなる とい う症状を出 した と聞いた。遺 され

た子 どもにとって も突然の出来事 なのでそ うい う症状がでるのだ と思 う。専 門家 の人々には、 このような

兄弟の苦 しみにも注 目して もらって、 もっといろんな人にそのことを知 らせ て欲 しい。そして兄弟のケア

についての援助プログラムを作 って欲 しい」。

得て して、強 く主張すれば社会的に注 目されやすいため、ケア体制は整え られやすい。 しかし、本当に

ケアを必 要とするのは、遺 された兄弟の ように、主張 さえで きない人々だ と武 さんは言 う。「本当 に援助

を必要 とするが、声を出せない人がいる。そ うい う人にもう少 し目を向けて欲 しいと思 う」。

この兄弟のケアの不足は、 まさに援助 システムの弱点である。何か を対象 に援助 システムを作 ってい く

ことを重ねると、どのシステムに も引っかか らずに援助が行 き届 かない人々を生 み出す危険性がある。そ

して、そういう人々こそ、最 も援助を必要 とする人々であることを援助者は忘れてはいけない。援助者は

援助 を求める声を待つだけではな く、声のない ところに も援助が必要ではないか と気を配 り、敏感 に援助

の必要性 を察知すべ きであろう。そうしなければ、本当に援助 を求める人々が取 り残 されてい くのである。

とにか く、被害者の兄弟のケアは早急 の課題である。武 さんは、青年達が家庭訪問 して一緒 に兄弟 と遊

ぶ とい うピア ・サポー トの形態を提案されているが、それ も1つ の有効 な援助方法であると思われる。

囮 「命の尊 さ」教育の矛盾

学校教育の矛盾点について、武 さんは自身の経験 から以下の ように指摘 している。「加害少年の通 って

いた学校 に対 し、学校内での少年 の素行 などの資料 を請求 した際 に、少年のプライバ シーがあるか ら出せ

ない と言われる。そんな事 を言 いなが ら一方で学校 では子供たちに命の尊 さを教 えている。人 の命 と人

権 ・プライバ シーの どっちが大事なんだと言いたい。」犯罪、自殺 、い じめなど現代の教育現場 が抱 える

問題は深刻である。本当の意味で命の尊 さを教 えるならば、 この ような人の命 に関わる問題について子供

たちと正面か ら向 き合 う必要がある。 しか し現実に何か問題が起 きると学校側がそれ を隠そ うとする体制

が根強い。「それが一番悪 い教 育だと思 う。人が殺 された り亡 くなった りしたら、 もっと学校で大騒 ぎし

て、議論すべ きではないか。それ を見 て子供 は育つのだと思 う。」現在、武 さんは命の尊 さを子供 たちに

知ってもらお うと、中学校や高校か らの依頼で生徒達 に話をす る機会が増 えているそ うである。「子供た

ちに一人の人間の命 というのはた くさんの人の中の大切 な命 なんだとい うことをもっ と知ってほ しい し、
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こ ういう場 をもっと作ってほ しい。」 と前向きに語ってお られた。

4、 全体的考察

インタビュー結果は、セルフヘルプ ・グループや地域の人々の支えといった非専門的援助の役割の重要

性を示 している。今後の犯罪被害者への心理的支援をより充実したものにするために、武さんのような臨

床的援助を受けなかった事例からわれわれが学び、そこから何が心理的回復の要因となり得たのかについ

て検討 していくことは意義深いと思われる。メアリー ・ハーベイは 「臨床家はクライエントの為に安全な

新しいコミュニティへのエコロジカル ・ブリッジ(生態学的かけはし)となる心構えが必要だ」と訴えてい

る(村 本、2000)が 、より広い視点から犯罪被害者の心理的回復の要因を分析し、多次元的な被害者の回

復過程に対応できるようなシステムとは何かを考える必要がある。被害者を取り巻く環境の中に存在する

外的資源や、被害者自身の中に備わっている内的資源をより的確に理解し、それを上手く活用できるよう

な方向へ向けて心理的に支えていくことも臨床的援助の重要な役割であると筆者らは考える。
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CrimeVictimsandSelfhelp-Group

mOSAKI,Atsuko MAEDA,Maiko

Thepurposeofthisstudywastoexaminethemeaningofnon-technicalsupportintheprocessof

psychologicalrecoveryofc血1evictims.

Wehadinte了viewwiththebereavedsurvivors,MrandMrs.Take.Theirsonwaski豆 豆edbyadelinquent

youngman.Theyhaveoperatedaselfhe蓋p-groupf6rthebereavedsurvivors.

Asaresultofthisinterview,non-technicalsupport(selfhelp-groupandsupportffomneighbolhood)

influencetheirpsycho藍ogicalrecovery.Ontheotherhand,theyaren'tinneedofpsychologicals凹PPortby

prof6ssionalsinclinicalpsychdogy.Bes垂des;theyemphasizethenecessityofthee3tablishmentofsupportsystem

f6rbereavedsibling,andofthereexaminationofeducation.

TopreventsecondarydamageandtopromotementalrecoveWf6rcrimevictims,weneedtounderstand

themeaningofnon-technicalsupportinours㏄iety.InJapan,theactlvityofselfhelp-groupwilltakeanimportant

roleinpsychologicalsupportfbrcr㎞evictims.


